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１. 施工・取扱説明書や本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障
　  が発生した場合は、無償修理しますのでお買い上げの販売店にご依頼ください。
２. 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。ご注意ください。
 a）使用上の誤りや不当な修理・改造により故障・損傷。
 b）お買い上げ後の転倒・取付場所の移動・輸送・落下等により故障・損傷。
 c）一般家庭用以外または業務用として使用された場合の故障・損傷。
 d）火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他天災地変・公害・異常電圧その他外的要因による
　  故障・損傷。
 e）施工・取扱説明書で禁止されている設置をされた場合。
 f）本書のご提示がない場合。
 g）本書に所定の記入がなされていない場合や字句を書き換えられた場合。
３. 下記の場合、修理もしくは保証を致しかねますのでご了承ください。
 a）本機の誤使用や指定場所以外の使用による他の機器の故障・損傷あるいはそれにより発生した
　　障害。
 b）本機を使用したことにより発生した変色・変形などの傷害。（ご使用のまえに、必ずご確認
　　ください。）
４. 本書は日本国内でのみ有効です。
　　This Warranty is valid only in Japan.
５. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束する
　ものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそ
　れ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
　保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問
　い合わせください。

お買い上げいただき誠にありがとうございました。

●お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は本書の記載内容に基づき、
　お買い上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び
　その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございます
　ので、ご了承ください。

保　証　書
型　　式 製造番号

保証期間

お名前

ご住所

店名

お買い上げ日 年　　月　　日より１年間

様

※販売店

※お客様

［無償修理規定］

※ 印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

住所

TEL　　　―　　　―

TEL　　　―　　　―

１.安全上のご注意
２.各部の名称と寸法
３.取付場所
４.取扱かた
５.取付けかた
６.使いかた

７.お手入れのしかた
８.仕様
９.長期使用製品安全表示制度に
　　　基づく本体表示について
10.修理を依頼される前に
11.アフターサービス

0905B

（パネル・ファンの破損・変質の原因になります）

取扱/取付説明書
フィルター付換気扇

25cm型
FF-250

15cm型 20cm型

FF-150 FF-200

（保証書付）

〒311-2404 茨城県潮来市水原3080

TEL0299-67-5151

経年劣化に係わる注意
喚起のための表示位置
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経年劣化に係わる注意
喚起のための表示位置
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電気式25cm型

A

B

フィルター

油受け

パネル

スピンナー

ファン

モーター

コンデンサ

引きひも式
スイッチ

本体 シャッター

シャッター
アーム

F-150
F-200
F-250

交換用フィルター15cm用

交換用フィルター20cm用

交換用フィルター25cm用

フィルター付換気扇

フィルター付換気扇

フィルター付換気扇

換気扇品名 適応品名 品　番

FF-150
FF-200
FF-250

取り替え用フィルター（別売品）/3枚入り
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板厚20cm以上

B

A・B

15cm 20cm 25cm

■設計標準使用期間

■設計標準使用期間の算定根拠
●設計標準使用期間は、以下の標準的な使用条件に基づき算出されています。

区　分 項　目 条　　件

環境条件

負荷条件

想定時間

電圧

周波数

温度

湿度

設置

負荷

1年間の使用時間

単相100V

50Hz/60Hz

20℃　JIS C 9603から引用

65%　JIS C 9603から引用

製品の工事説明書による標準設置

製品の取扱説明書による定格負荷

台　所　2,410時間/年

※標準的な使用条件は、JIS C 9921-2にて定められています。

高須産業株式会社　　長期使用製品相談窓口

受付時間受付時間　● 午 前 9 : 0 0 ～ 午 後 5 : 0 0午 前 9 : 0 0 ～ 午 後 5 : 0 0
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇を除く）

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

0299-67-51510299-67-5151
《お問い合わせ先》

■本体への表示内容

※設計上の標準使用期間は、運転時間や温湿度など標準的な使用条件に基づく経年
　劣化に対して製造した年から安全上支障なく使用することが出来る標準的な期間
　です。
※設計上の標準使用期間は、消費生活用製品安全法で規定された設定基準に基づき
　算出された数値で、保証書に定める無償保証期間とは異なります。また、偶発的
　な故障を保証するものでもありません。

※本体の目的以外の用途や業務用に使用された場合、記載の設計標準使用期間より
　も短い期間で経年劣化が起き、重大事故に至るおそれが高くなります。このよう
　なご使用はおやめください。
※標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使いいただいた場
　合は、設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。
　この場合、製品に表示されている点検期間よりも早期に点検を依頼してください。
　点検期間については下記にお問い合わせください。

【製造年】本体に西暦４桁で記載 【設計上の標準使用期間】　8年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化
による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気
　用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。

●「経年劣化とは」・・・長時間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

【設計上の標準使用期間】は「保証期間」とは異なります。

９.長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

100 50/60 22/19 200/230 28/29

100 50/60 17/20 432/420 43/41

100 50/60 40/38 660/650 44/42

100 50/60 40/38 660/650 44/42

FF-150

品  名 電圧（Ｖ） 周波数(Hz) 消費電力(W) 風量(m３/h） 騒音(dB)

引きひもスイッチ付き

FF-200 引きひもスイッチ付き

FF-250 引きひもスイッチ付き

FF-250ES 電気式スイッチ付き

本社工場


